
 令  和  7  年  2  月  臨  時  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  会  議  録 

 開  会  日  時  令  和  7  年  2  月  25  日  （月)  　  午  後  6  時  ～  午  後  6  時  15  分 

 場  　  所  市  役  所  別  館  　  ４  １  ３  会  議  室 

 出  席  委  員  廣  瀬  教  育  長  　  内  藤  委  員  　  小  川  委  員  　  稗  田  委  員 

 欠  席  委  員  四  方  委  員  　  西  谷  委  員 

 事  務  局  職  員 

 秋  原  指  導  理  事  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　 

 志  賀  教  育  振  興  部  長 

 日  下  部  学  校  教  育  課  長 

 水  嶋  学  校  教  育  課  主  幹 

 守  屋  学  校  教  育  課  指  導  担  当  課  長 

 1  　  開  会 

 教  育  長  開  会  を  宣  告 

 ２  　  議  事 

 教  育  長  よ  り、  令  和  7  年  2  月  25  日  提  出  の  第  2  号  議  案  「舞  鶴  市  立  小  学  校  及  び  中  学  校  の  校  長  並 

 び  に  教  頭  の  任  免  に  つ  い  て」  は、  人  事  に  関  す  る  案  件  で  あ  る  た  め、  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  会  議  規  則 

 第  １  ０  条  に  よ  り  非  公  開  と  す  る  旨  の  提  案  が  あ  り、  全  会  一  致  で  決  定  す  る。 

 （以  下、  非  公  開） 

 （教  育  長） 

 第  2  号  議  案、  令  和  7  年  2  月  25  日  提  出  の  「舞  鶴  市  立  小  学  校  及  び  中  学  校  の  校  長  並  び  に  教  頭  の 

 任  免  に  つ  い  て」、  担  当  課  か  ら  説  明  を  お  願  い  す  る。 

 （水  嶋  学  校  教  育  課  主  幹） 

 令  和  7  年  度  教  職  員  人  事  異  動  に  係  る  本  市  立  小  学  校  及  び  中  学  校  の  校  長  並  び  に  教  頭  の  任  免  内 

 申  を、  地  方  教  育  行  政  の  組  織  及  び  運  営  に  関  す  る  法  律  第  38  条  第  1  項  の  規  定  に  基  づ  き  京  都  府  教 

 育  委  員  会  に  行  う  に  あ  た  り、  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  第  9  条  第  1  項  第  9  号  の  規  定  に  よ  り、  委 

 員  会  の  議  決  を  求  め  る  も  の。 

 ［質  問・  意  見］ 

 な  し 

 （教  育  長） 

 1 



 第  2  号  議  案  を  会  議  に  諮  り、  全  員  異  議  無  く  承  認。 

 3  　  そ  の  他 

 な  し 

 4  　  閉  　  会 

 教  育  長  　  閉  会  を  宣  告 

 2 


